
一

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
の
沿
革

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
は
清
朝
最
後
の
皇
帝
・
溥
儀
が
紫
禁
城
を
離
れ
た
翌
年
に

設
立
さ
れ
た
。
一
九
二
五
年
十
月
、
故
宮
博
物
院
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
文
献
部
は
宮

中
及
び
中
央
機
関
に
関
す
る
明
清
档
案
の
整
理
と
収
集
を
担
っ
た
。
こ
の
文
献
部
は

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
の
中
で
、
最
初
に
作
ら
れ
た
機
構
で
あ
る
。
そ
の
後
、
数
度

に
わ
た
る
所
属
・
名
称
の
変
更
を
経
て
、
一
九
二
七
年
六
月
に
掌
故
部
と
改
称
さ
れ

た
。
一
九
二
八
年
十
月
、
掌
故
部
は
図
書
館
か
ら
独
立
し
、
文
献
館
と
称
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
一
九
五
一
年
五
月
に
は
、
文
献
館
が
档
案
館
と
改
名
さ
れ
、
一
九
五

五
年
十
二
月
、
档
案
館
は
国
家
档
案
局
の
管
下
に
入
り
、
第
一
歴
史
档
案
館
と
改
称

さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
五
八
年
六
月
に
明
清
档
案
館
に
名
を
改
め
ら
れ
た
。
所
属
や

名
称
は
何
度
も
変
更
さ
れ
た
が
、
所
在
地
は
一
貫
し
て
故
宮
博
物
院
の
中
で
あ
っ
た
。

一
九
五
九
年
十
月
に
中
央
档
案
館
が
設
立
さ
れ
る
と
同
時
に
、
明
清
档
案
館
は
そ
の

中
に
併
合
さ
れ
、
中
央
档
案
館
所
属
の
明
清
档
案
部
と
な
り
、
所
在
地
も
故
宮
か
ら
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日
本
関
係
清
代
档
案
を
め
ぐ
る
国
際
研
究
集
会

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
で
は
東
ア
ジ
ア
等
に
お
け
る
史
料
収
集
事
業
の
一
環
と
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
日
本
関
係
史
料
の
調
査
を
す
す
め
て
い
る
。

二
〇
〇
六
年
七
月
二
五
日
、
中
国
第
一
歴
史
档
案
館
か
ら
�
永
福

(

シ
ン
・
ヨ
ン
フ)

館
長
、
王
道
瑞

(

ワ
ン
・
ダ
オ
ル
イ)

研
究
員
、
王
�(

ワ
ン
・
チ
ェ)

研
究
員
ら
を
招
聘
し
、｢

日
本
関
係
清

代
档
案
を
め
ぐ
る
国
際
研
究
集
会｣

(

史
料
編
纂
所
主
催)

を
開
催
し
た
。

こ
の
研
究
集
会
は
、
同
档
案
館
と
の
間
で
四
月
に
合
意
し
た
日
本
関
係
档
案
デ
ジ
タ
ル
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
行
な
っ
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
付
属
画
像
史
料

解
析
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、
同
档
案
館
が
所
蔵
す
る
清
代
档
案
一
〇
〇
〇
万
件
の
う
ち
か
ら
、
今
後
数
年
間
を
か
け
て
、
主
要
な
三
つ
の
フ
ォ
ン
ド
、
す
な
わ
ち
朱
批
奏
摺

(

皇
帝
へ
提
出
さ
れ
た
上
申
に
、

皇
帝
自
身
が
朱
で
指
示
を
書
き
込
ん
だ
も
の)
、
軍
機
処
録
副
奏
摺

(

軍
機
処
で
作
成
し
た
朱
批
奏
摺
の
写)

、
外
務
部
档
案

(

外
交
史
料)

に
つ
い
て
、
史
料
の
抽
出
・
デ
ジ
タ
ル
撮
影
・
目
録
作
成
・
デ
ー

タ
処
理
の
手
順
を
進
め
て
行
く
予
定
で
あ
る
。
そ
の
総
数
は
一
万
二
〇
〇
〇
件
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。

初
年
度
と
な
る
今
回
の
国
際
研
究
集
会
で
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
を
発
表
し
た
の
ち
、
档
案
館
の
王
道
瑞
研
究
員
か
ら
、
同
館
が
所
蔵
す
る
日
本
関
係
清
代
档
案
に
つ
い
て
報
告
が
行
な
わ
れ
、
活

発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
以
下
に
、
こ
の
報
告
を
か
か
げ
る
。

な
お
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
に
あ
た
り
、
当
日
も
参
加
し
た
黄
栄
光
共
同
研
究
員

(

中
国
科
学
院
自
然
史
研
究
所)

に
は
多
大
な
る
ご
尽
力
を
た
ま
わ
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
謝
辞
に
か
え
た
い
。

(

東
ア
ジ
ア
Ｗ
Ｇ
・
档
案
画
像
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
／
保
谷
記)

王

道

瑞

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
所
蔵
档
案
に
つ
い
て



離
れ
た
。
し
か
し
一
九
六
九
年
末
、
明
清
档
案
部
は
中
央
档
案
館
か
ら
分
離
し
、
故

宮
の
管
轄
下
に
戻
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
所
在
地
も
故
宮
の
敷
地
内
に
移
転
さ
れ
た
。

さ
ら
に
一
九
八
〇
年
四
月
、
国
家
档
案
局
の
管
轄
下
に
入
る
と
第
一
歴
史
档
案
館
と

改
称
さ
れ
た
。
所
在
地
は
今
日
に
至
る
ま
で
故
宮
博
物
院
の
中
に
あ
る
。

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
は
明
清
档
案
を
収
蔵
す
る
責
任
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
を

一
般
の
利
用
者
に
開
放
す
る
責
任
も
担
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
毎
年
世
界
各
国
か
ら

档
案
資
料
を
調
査
・
閲
覧
す
る
た
め
に
来
館
す
る
専
門
家
・
学
者
た
ち
を
受
け
入
れ

て
い
る
。｢

中
華
人
民
共
和
国
档
案
法｣

に
従
っ
て
、
我
が
館
は

｢

明
清
档
案
の
調

査
・
閲
覧
・
利
用
に
関
す
る
取
扱
方
法｣
を
制
定
し
た
。
そ
こ
に
は
、
明
清
档
案
の

調
査
の
際
に
は
、
合
法
的
な
証
明
証

(
身
分
証
・
従
業
員
証)

或
い
は
紹
介
状
を
提

出
し
、
档
案
館
の
同
意
を
得
れ
ば
、
直
ち
に
档
案
を
利
用
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。
但
し
、
整
理
中
の
档
案
は
利
用
で
き
な
い
。

明
清
档
案
の
調
査
を
目
的
と
し
た
来
館
者
は
、
ま
ず
所
定
の
閲
覧
手
続
き
を
取
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
入
館
時
に
記
名
し
、
そ
れ
か
ら

｢
档
案
利
用
登
記
表｣

に
、

档
案
利
用
の
目
的
、
閲
覧
す
る
档
案
の
範
囲
な
ど
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

档
案
の
筆
写
・
複
写
・
撮
影
を
し
た
い
場
合
は
、
関
係
す
る
部
門
の
責
任
者
の
審
査

を
経
て
、
許
可
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
写
・
複
写
・
撮
影
し
た
档
案
を
著

作
に
引
用
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
档
案
館
の
同
意
を
経
ず
に
、
档
案
の
全
文
を
公

布
・
出
版
し
て
は
な
ら
な
い
。
档
案
は
閲
覧
室
に
お
い
て
閲
覧
で
き
る
。
閲
覧
室
に

は
専
門
の
責
任
者
が
置
か
れ
て
お
り
、
閲
覧
業
務
を
担
当
し
て
い
る
。
担
当
者
は
档

案
を
提
供
す
る
際
、
き
ち
ん
と
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
閲
覧
者
が
档
案
を
汚

し
た
り
破
損
し
た
り
す
る
こ
と
は
厳
禁
さ
れ
て
い
る
。
閲
覧
室
に
は
閲
覧
可
能
な
档

案
の
目
録
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
档
案
の
原
本
の
閲
覧
サ
ー
ビ
ス
以
外
に
、
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
と
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
档
案
を
閲
覧
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

二

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
所
蔵
档
案
の
概
況

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
档
案
は
、
清
代
の
中
央
国
家
機
関
の

档
案
を
主
体
と
し
て
、
地
方
機
関
、
王
府
及
び
個
人
档
案
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。
中
国
第
一
歴
史
档
案
館
は
現
在
、
清
代
档
案
一
〇
〇
〇
万
件

(

冊)

余
り
、

七
四
の
全
宗

(

※
全
宗
は
明
清
档
案
の
分
類
区
分
の
こ
と)

、
一
〇
〇
余
り
の
文
種

を
保
存
し
て
い
る
。
数
量
・
種
類
と
も
に
少
な
く
な
い
。
そ
れ
で
も
清
代
の
档
案
を

全
て
保
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
清
代
档
案
の
中

で
、
内
閣
・
軍
機
処
・
内
務
府
・
宮
中
・
宗
人
府
の
五
つ
の
全
宗
だ
け
で
所
蔵
档
案

の
七
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
五
つ
の
全
宗
の
档
案
も
、
完
全
な
も
の

が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
全
体
的
に
み
れ
ば
清
代
档
案
は
非
常
に
多
い
が
、
具
体
的

に
あ
る
一
つ
の
全
宗
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
不
完
全
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中

国
第
一
歴
史
档
案
館
所
蔵
の
清
代
内
閣
題
本

(

紅
本
と
も
称
さ
れ
る)

は
二
〇
〇
万

件
余
り
で
、
所
蔵
档
案
の
約
五
分
の
一
を
占
め
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
題
本
を
例
に
、

所
蔵
档
案
の
一
端
を
窺
っ
て
み
た
い
。

清
代
は
基
本
的
に
明
代
の
題
本
制
度
を
継
承
し
た
。
中
央
及
び
地
方
の
役
所
は
公

務
に
よ
っ
て
統
治
者
に
報
告
を
行
っ
た
り
指
示
を
要
請
し
た
り
す
る
場
合
、
前
例
に

従
っ
て

｢

題
本｣

に
よ
っ
て
上
奏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の

｢

題
本｣

は

皇
帝
に
よ
る
朱
筆
の

｢

聖
旨｣

を
得
て
か
ら
、
内
閣
よ
り
六
科
に
発
布
さ
れ
、
そ
れ

か
ら
抄
録
さ
れ
て
、
各
関
係
役
所

(

衙
門)

に
伝
え
ら
れ
た
。
年
末
に
は
、
六
科
か

ら
紅
本
が
回
収
さ
れ
内
閣
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
、
同
時

に
紅
本
の
目
録
で
あ
る

｢

六
科
�
送
紅
本
档

(

六
科
が
返
還
す
る
紅
本
の
目
録)｣

も
提
出
さ
れ
、
将
来
の
調
査
の
た
め
に
、
紅
本
と
共
に
一
緒
に
入
庫
・
保
存
さ
れ
た

で
あ
っ
た
。
こ
の

｢

六
科
�
送
紅
本
档｣

が
あ
っ
て
こ
そ
、
我
々
が
清
代
題
本
の
総

数
を
数
え
る
の
が
可
能
に
な
っ
た
。

清
朝
は
一
六
四
四
年

(
順
治
元
年)

か
ら
一
九
〇
一
年

(

光
緒
二
七
年)

に
か
け
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て
の
二
五
七
年
間
、
一
貫
し
て
題
本
を
国
家
行
政
の
基
本
文
書
と
し
て
使
用
し
た
。

六
科
が
毎
年

｢

紅
本
档｣

一
冊
を
提
出
し
た
と
す
る
と
、
合
計
千
五
百
冊
余
り
に
な

る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
保
存
さ
れ
て
い
る
の
は
僅
か
百
冊
余
り
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
も
こ
の
内
の
大
部
分
は
年
単
位
で
は
な
く
、
月
単
位
或
い
は
四
半
期
単
位
で
一

冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
累
計
方
式
で

｢

六
科
�
送
紅
本
档｣

の
総
数
を
計
算
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
幸
い
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら

僅
か
百
冊
余
り
過
ぎ
な
い

｢
紅
本
档｣

の
中
に
、
順
治
朝
か
ら
光
緒
朝
ま
で
の
各
科

の
も
の
が
か
な
り
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
確
率
論
の
方
法
を
用
い
れ
ば
、
実
存
し

た
数
に
比
較
的
に
近
い
数
字
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
り
、

我
々
は
清
代
の
六
科
題
本
の
総
数
は
、
全
部
で
約
三
六
三
・
八
万
件
余
り
で
あ
る
と

の
結
論
を
出
し
て
い
る
。
徐
中
舒
先
生
は
か
つ
て
、
清
代
の
題
本
の
総
数
は

｢

お
そ

ら
く
三
四
百
万
件
以
上｣

と
見
積
も
っ
て
い
た
。
徐
先
生
は
こ
の
推
計
の
根
拠
を
説

明
し
て
い
な
い
が
、
彼
の
推
計
は
清
代
題
本
の
総
数
に
近
い
数
字
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

現
在
、
中
国
第
一
歴
史
档
案
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
清
代
の
題
本
は
、
破
損
し
て

い
る
も
の
を
入
れ
て
も
二
〇
〇
万
件
余
り
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
半
分
近
く

少
な
く
と
も
七
分
の
三

の
題
本
は
す
で
に
欠
損
、
或
い
は
流
失
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
特
に
年
代
が
古
け
れ
ば
古
い
ほ
ど
、
欠
損
・
流
失
は
甚
だ
し
い
。
順
治

朝
の
六
科
題
本
で
現
存
し
て
い
る
の
は
八
三
八
四
件
、
雍
正
朝
で
は
二
五
一
八
件
で

あ
り
、
こ
れ
ら
は
一
科
が
一
年
間
で
実
際
に
取
り
扱
っ
て
い
た
題
本
の
量
に
も
及
ば

な
い
の
で
あ
る
。

内
閣
題
本
は
こ
の
よ
う
な
状
況
だ
が
、
そ
の
他
の
衙
門
の
档
案
も
大
体
同
じ
よ
う

な
状
況
で
あ
る
。
比
較
的
完
備
し
て
い
る
の
も
あ
る
が

(

例
え
ば
軍
機
処
档
案
、
内

務
府
档
案
な
ど)

、
大
き
な
損
失
を
被
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る

(

例
え
ば
楽
部
档
案

で
現
存
し
て
い
る
も
の
は
僅
か
六
件
、
光
禄
寺
档
案
は
僅
か
四
件
で
あ
る)

。
こ
の

よ
う
に
残
さ
れ
た
档
案
が
余
り
に
も
少
な
い
と
、
こ
れ
を
利
用
し
て
該
当
衙
門
の
史

的
活
動
を
追
跡
す
る
こ
と
も
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

三

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
所
蔵
日
本
関
係
档
案

中
国
第
一
歴
史
档
案
館
所
蔵
の
日
本
関
係
档
案
は
多
く
の
档
案
全
宗
の
な
か
に
分

散
さ
れ
て
い
る
。
我
々
の
大
雑
把
な
統
計
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
機
構
や
文
書
档
案
の

性
質
に
従
っ
て
概
ね
以
下
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

Ａ
�
内
閣
档
案

①

題
本：

礼
科
の
外
交
類
の
中
に
、
外
国
・
各
藩
属
国
が
使
節
を
送
り
、
貢
物
を

捧
げ
、
皇
帝
の
誕
生
日
を
祝
賀
し
、
皇
帝
の
恩
賜
を
受
取
る
な
ど
事
項
に
関
す

る
資
料
が
あ
る
。

②

表
箋：

日
本
な
ど
各
国
か
ら
進
呈
さ
れ
た
表
文
な
ど
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

Ｂ
�
軍
機
処
档
案

①

録
副
奏
摺：

外
交
類
中
日
関
係
の
項
に
分
類
さ
れ
て
い
る
档
案
に
は
、
中
日
交

渉
と
条
約
問
題
が
記
載
さ
れ
て
、
日
本
の
朝
鮮
侵
略
、
中
国
と
日
本
の
間
に
結

ば
れ
た
天
津
条
約
な
ど
の
歴
史
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
鎮
圧
革
命
運
動
類
辛
亥

革
命
の
項
、
義
和
団
の
項
、
帝
国
主
義
侵
略
類
中
日
甲
午
戦
争
の
項
の
档
案

(

一
八
九
四
年
〜
一
八
九
八
年)

。
そ
の
半
数
程
は
既
に

『

中
日
甲
午
戦
争
史
料』

の
中
に
所
収
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
日
露
戦
争
の
項
の
档
案

(

一
九
〇
四
年
〜
一

九
〇
七
年)

。
ま
た
そ
の
他
の
類
に
専
門
項
目
を
設
け
な
い
関
係
档
案
も
含
ま

れ
て
い
る
。
例
え
ば
文
化
教
育
関
係
の
档
案
の
留
学
に
関
す
る
記
述
な
ど
で
あ

る
。

②

照
会
・
電
報
・
上
諭
档
・
随
手
登
記
档：

こ
れ
ら
の
中
に
も
相
当
数
の
関
係
史

料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
�
宮
中
档

①

朱
批：
外
交
類
、
帝
国
主
義
侵
略
類
の
う
ち
、
中
日
戦
争
・
租
界
・
領
土
割
譲

な
ど
の
内
容
の
档
案
。
外
交
類
に
は
国
書
の
捧
呈
や
商
業
条
約
の
調
印
な
ど
の

内
容
の
档
案
も
含
ま
れ
て
い
る
。
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②

甲
午
戦
争
関
連
電
報
な
ど
も
あ
る
。

Ｄ
�
外
務
部
の
な
か
の
中
日
関
係
類

そ
の
他
の
小
全
宗
に
も
関
係
档
案
が
多
少
は
保
存
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
以
下
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

責
任
内
閣
全
宗
の
外
交
類
の
中
日
関
係
項
。
八
旗
都
統
衙
門
全
宗
の
清
朝
皇
帝
に

よ
る
外
国
使
節
の
接
見
関
係
の
文
書
。
農
工
商
部
全
宗
の
中
日
合
弁
木
材
伐
採
会
社

な
ど
の
档
案
。
巡
警
部
全
宗
の
日
本
教
習
招
聘
や
日
本
商
人
に
よ
る
武
器
密
輸
な
ど

の
档
案
。
民
政
部
全
宗
の
武
器
密
輸
、
店
舗
の
開
設
な
ど
に
関
す
る
档
案
。
学
部
全

宗
の
留
学
生
派
遣
関
係
档
案
。
内
務
府
全
宗
の
外
国
使
節
の
接
待
や
恩
賞
に
関
す
る

档
案
。
溥
儀
全
宗
の
、
溥
儀
が
日
本
の
軍
部
及
び
政
府
と
結
託
し
て
行
っ
た
復
位
活

動
に
関
す
る
档
案
。
端
方
全
宗
の
日
露
戦
争
期
の
档
案
。
趙
爾
巽
全
宗
の
日
露
戦
争

期
の
档
案
。

日
本
関
係
の
档
案
は
、
主
に
軍
機
処
・
宮
中
・
外
務
部
・
内
閣
・
内
務
府
な
ど
の

全
宗
に
集
中
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
今
後
三
年
間
、
我
が
档
案
館
と
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
と
が
協
力
し
て
抽
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
軍
機
処
・
宮
中
・
外
務
部
の
三

全
宗
の
档
案
を
重
点
的
に
紹
介
し
た
い
。

軍
機
処
は
雍
正
帝

(

在
位
一
七
二
二
〜
一
七
三
五)

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
機
関
で

あ
り
、
そ
の
最
大
の
特
徴
は
皇
帝
の
命
令
を
直
接
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
主
な
利
点

は
機
密
性
が
高
く
、
素
早
く
活
動
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
軍
機
処
は
雍
正
七
年
に
創

設
さ
れ
た
。
当
時
、
西
北
地
域
で
大
規
模
な
戦
争
が
行
わ
れ
て
い
て
、
軍
事
報
告
が

頻
繁
に
北
京
に
届
け
ら
れ
て
い
た
。
情
報
伝
達
の
ス
ピ
ー
ド
を
速
め
、
且
つ
受
け
取
っ

た
情
報
に
基
づ
い
て
適
切
な
決
定
を
下
す
た
め
に
、
雍
正
帝
は
怡
親
王
允
祥
、
大
学

士
張
廷
玉
・
蒋
廷
錫
を
宮
中
に
召
集
し
、
前
三
殿
と
後
三
宮
の
間
に
あ
る
隆
宗
門
内

に
一
つ
の
当
直
部
屋
を
設
け
さ
せ

｢

軍
機
房｣

と
命
名
し
て
、
随
時
の
引
見
に
備
え

さ
せ
た
。
こ
れ
に
は
、
内
閣
の
位
置
が
比
較
的
宮
中
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る

事
務
処
理
の
遅
れ
を
避
け
、
機
密
を
守
れ
る
と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
。
更
に
、
議
政

王
大
臣
議
政
処
の
干
渉
を
避
け
る
こ
と
も
で
き
た
。
の
ち
に
こ
の
方
式
は
戦
時
に
有

効
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
平
時
の
日
常
政
務
処
理
に
お
い
て
も
非
常
に
便
利
で
あ
る

こ
と
が
次
第
に
分
か
っ
た
。
特
に
機
密
保
持
や
処
理
速
度
の
点
で
は
、
他
の
ど
の
機

関
を
も
遥
か
に
凌
い
で
い
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
制
度
は
継
続
さ
れ
た
。
軍
機
処
は
、

聖
旨
を
受
け
た
り
、
政
令
を
出
し
た
り
、
全
国
の
軍
事
・
政
治
・
要
務
を
掌
る
統
轄

機
関
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
軍
機
処
は
宣
統
三
年
四
月
、
責
任
内
閣
の
成
立
と
同
時

に
撤
廃
さ
れ
た
。
王
昶
は

『

枢
垣
紀
略
・
題
名
記』

に
お
い
て
、
軍
機
処
の
職
掌
を

以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

朝
廷
内
に
お
い
て
は
、
六
部
・
卿
寺
・
九
門
提
督
・
内
務
府
・
宦
官
の
敬
事

房
、
地
方
に
お
い
て
は
十
五
省
、
東
北
は
奉
天
・
吉
林
・
黒
龍
江
将
軍
の
管
轄

範
囲
、
西
南
は
イ
リ
将
軍
・
葉
爾
羌

(

ヤ
ル
カ
ン
ド)

�
事
大
臣
の
管
轄
範
囲
、

回
族
な
ど
イ
ス
ラ
ム
系
諸
属
国
ま
で
、
事
が
あ
れ
ば
軍
機
処
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
且
つ
内
閣
・
翰
林
院
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
文
書
に
不
適
切
な

と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
軍
機
処
の
査
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
軍
機
処

の
責
務
は
最
も
重
大
で
あ
る
。

｢

軍
機
処
は
軍
事
・
政
務
の
両
端
を
総
攬｣

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
中
国
第
一

歴
史
档
案
館
所
蔵
の
軍
機
処
全
宗
档
案
は
清
代
の
歴
史
事
実
を
記
載
す
る
史
料
の
中

で
最
も
全
面
に
わ
た
り
且
つ
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
軍

機
処
档
案
は
、
第
一
歴
史
档
案
館
所
蔵
档
案
の
中
で
数
量
が
多
く
、
比
較
的
に
系
統

的
に
揃
っ
て
い
る
五
全
宗
档
案
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。

軍
機
処
档
案
は
档
案
文
書
の
種
類
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
保
管
さ
れ
て
い
る
。
清
代

档
案
形
成
の
本
来
の
状
態
を
尊
重
す
る
原
則
に
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
整
理
方
式
を
取
っ

た
の
で
あ
る
。
軍
機
処
档
案
は
概
ね
録
副
奏
摺
・
档
簿
・
来
文
・
照
会
・
清
冊
・
電

報
・
函
札
・
奏
表
・
輿
図
・
雑
件
な
ど
十
数
種
類
の
文
書
档
案
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
簿
冊
式
の
目
録
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
但
し
目
録
の
多
く
は
極
め
て
大
雑
把
で

あ
り
、
大
部
分
の
目
録
は
文
種
・
年
代
し
か
記
し
て
い
な
い
。
そ
の
上
、
多
く
の
文
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書
は
一
巻
の
中
に
綴
じ
ら
れ
て
お
り
、
档
案
の
内
容
を
完
全
に
反
映
出
来
て
い
な
い
。

現
在
、
巻
レ
ベ
ル
ま
で
整
理
で
き
て
い
る
の
は
、
利
用
率
の
高
い
録
副
奏
摺
で
あ
る
。

録
副
奏
摺
は
、
朝
廷
内
外
の
官
僚
の
上
奏
文
が
抄
録
さ
れ
た
上
で
、
毎
日
集
計
さ
れ
、

半
月
毎
に
一
包
み
に
ま
と
め
ら
れ
保
存
さ
れ
た
档
案
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
今
日
に

伝
わ
っ
て
き
た
録
副
奏
摺
は
、
数
量
的
に
原
本
で
あ
る
朱
批
奏
摺
を
超
え
て
い
る
。

雍
正
帝
以
後
の
親
王
大
臣
及
び
地
方
高
級
官
僚
の
奏
摺
が
集
録
さ
れ
て
お
り
、
政
治
・

経
済
・
軍
事
・
文
化
・
社
会
状
況
な
ど
に
関
す
る
多
種
多
様
な
材
料
が
残
さ
れ
て
い

る
。録

副
奏
摺
の
ほ
か
に
、
簿
冊
の
な
か
の
上
諭
档
・
随
手
档
・
電
報
档
な
ど
も
日
本

関
係
の
史
料
が
集
録
さ
れ
て
い
る
。

外
務
部
は
清
朝
末
期
に
お
け
る
外
国
事
務
を
専
管
す
る
機
構
で
あ
り
、
そ
の
前
身

は
総
理
各
国
事
務
衙
門
で
あ
る
。
総
理
衙
門
と
外
務
部
は
と
も
に
清
朝
と
世
界
各
国

と
の
交
渉
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
機
構
で
あ
る
。

ア
ヘ
ン
戦
争
前
の
清
朝
は
、
国
を
閉
ざ
し
て

｢

上
国｣
と
自
認
し
て
い
た
の
で
、

｢

外
交｣

の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
。
各
国
か
ら
の
使
節
や
貿
易
の
た
め
に
来
る
者

た
ち
は
全
て
朝
貢
目
的
と
見
な
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
最
も
有
名
な
事
件
は
マ
カ
ー
ト

ニ
ー
の
清
朝
訪
問

(

一
七
九
三
年)

で
あ
ろ
う
。

ア
ヘ
ン
戦
争
後
、
英
仏
米
な
ど
列
強
の
侵
入
に
従
っ
て
外
交
事
件
は
益
々
多
く
な
っ

た
。
一
八
六
〇
年

(

咸
豊
十
年)

十
二
月
、
恭
親
王
奕
�
ら
は
皇
帝
に
上
奏
し
て
、

｢

総
理
衙
門

(

総
理
各
国
事
務
衙
門)｣

の
設
立
を
建
言
し
た
。
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

今
ま
で
各
国
と
の
事
件
は
地
方
各
省
の
総
督
・
巡
撫
に
よ
っ
て
上
奏
さ
れ
、

軍
機
処
が
処
理
し
て
い
た
。
近
年
、
各
路
の
軍
機
は
非
常
に
多
く
、
外
国
事
務

も
非
常
に
繁
雑
に
な
り
、(

※
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
の
結
果)

外
交
使
節
が
北

京
に
駐
在
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
も
し
鋭
意
集
中
し
て
処
理
し
な
け
れ
ば
、

対
応
速
度
は
緩
慢
に
な
り
、
臨
機
応
変
に
対
応
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た

め

｢

総
理
衙
門

(

総
理
各
国
事
務
衙
門)｣

を
設
立
す
る
こ
と
を
願
う
。
そ
の

ト
ッ
プ
は
親
王
大
臣
と
す
る
。
軍
機
大
臣
は
諭
旨
の
執
筆
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い

る
た
め
、
総
理
衙
門
の
事
務
も
同
時
に
管
轄
し
な
け
れ
ば
間
違
い
が
生
じ
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
併
せ
て
総
理
衙
門
の
事
務
を
も
管
轄
す
る
こ
と
を
願

う
。
公
務
を
進
め
、
各
国
の
人
員
を
接
見
す
る
た
め
に
、
新
た
に
事
務
所
を
与

え
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
。
…
…
軍
務
が
終
了
し
、
外
国
関
係
の
事
務
が
減
少
す

れ
ば
、
こ
の
機
関
は
直
ち
に
廃
止
し
、
そ
の
政
務
は
軍
機
処
に
処
理
さ
せ
、
旧

制
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
上
奏
か
ら
、
総
理
衙
門
の
設
立
は
便
宜
的
な
も
の
で
、
外
国
と
対
等
的
に
外

交
を
行
う
概
念
は
な
く
、
総
理
衙
門
の
権
力
も
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
だ
ろ
う
。
奕
�
ら
は
奏
摺
で
、｢

機
密
性
の
あ
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
各
担
当
大

臣
・
将
軍
・
総
督
・
巡
撫
・
府
尹
ら
は
上
奏
す
る
と
同
時
に
、
総
理
衙
門
に
も
報
告

す
る
こ
と｣

を
要
請
し
た
が
、
咸
豊
帝
は
こ
の
要
請
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
皇
帝
は

｢

各
省
の
機
密
案
件
は
、
例
に
照
ら
し
て
上
奏
し
、(

総
理
衙
門
に)

相
談
す
る
必
要

は
な
い
。
も
し
そ
の
案
件
が
総
理
衙
門
に
関
わ
る
な
ら
ば
、
軍
機
処
か
ら
随
時
抄
出

し
て
通
知
す
れ
ば
、
非
常
に
便
利
か
つ
迅
速
で
あ
り
、
各
機
関
は
総
理
衙
門
に
は
か

る
必
要
は
な
い
。｣

と
指
示
し
た
。

今
日
、
残
さ
れ
て
い
る
総
理
各
国
事
務
衙
門
档
案
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
の
主
な

原
因
は
一
九
〇
〇
年
の
八
カ
国
連
合
軍
の
北
京
占
領
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
独
立
の
全

宗
を
設
け
ず
、
外
務
部
档
案
全
宗
の
中
に
組
み
込
ん
だ
。
一
九
〇
一
年

(

光
緒
二
十

七
年)

、
清
朝
政
府
は
八
カ
国
連
合
軍
と

｢

辛
丑
条
約｣

を
結
ん
だ
。
こ
の
条
約
の

第
十
二
款
の
規
定
に
従
っ
て
、
総
理
各
国
事
務
衙
門
を
外
務
部
に
改
称
し
、
そ
の
地

位
は
六
部
の
上
に
置
か
れ
た
。

外
務
部
档
案
に
お
い
て
、
日
本
問
題
に
関
わ
る
档
案
は
政
治
・
経
済
・
軍
事
・
交

流
な
ど
の
類
項
に
分
散
し
て
お
り
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
現
在
は
整
理
中
で
あ

る
。宮

中
全
宗
は
そ
の
他
の
全
宗
档
案
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
档
案
は
機
構
・
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役
所
・
個
人
の
名
義
で
档
案
が
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
宮
中
全
宗
は
機
関
で
も
個
人

で
も
な
く
、
も
と
も
と
紫
禁
城
内
外
各
所
に
分
け
て
保
存
さ
れ
て
い
た
档
案
を
集
め

て
、
一
つ
の
全
宗
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
、
故
宮
文
献
部
は
こ
れ
ら
の

档
案
整
理
の
際
に
、
こ
れ
ら
の
档
案
は

｢

系
統
は
異
な
る
も
の
の
保
存
場
所
は
み
な

内
廷
で
あ
る｣

た
め
、
そ
れ
を

｢

宮
中
各
処
档
案｣

と
命
名
し
、
整
理
保
管
し
て
、

今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

宮
中
档
案
は
概
ね
三
つ
の
大
き
な
類
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
類
は
官
僚
か
ら
回
収

し
て
保
存
し
た
朱
批
奏
摺
・
諭
旨
で
あ
る
。
第
二
類
は
官
僚
の
履
歴
が
書
か
れ
て
い

る
摺
・
単
・
片
、
及
び
進
呈
さ
れ
た
詩
文
で
あ
る
。
第
三
類
は
奏
事
処
の
档
案
で
あ

る
。
我
々
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
対
象
史
料
は
、
主
に
第
一
類
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。

奏
摺
は
清
朝
の
高
級
官
僚
が
皇
帝
に
政
務
を
報
告
す
る
時
に
用
い
る
文
書
の
一
種

で
あ
り
、
清
代
特
有
の
官
文
書
で
も
あ
る
。
康
熙
帝

(
在
位
一
六
六
一
〜
一
七
二
二)

の
時
代
に
始
ま
り
、
最
初
は
皇
帝
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
少
数
の
官
僚
に
限
っ
て

使
用
さ
れ
て
い
た
。
機
密
事
件
や
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
事
な
ど
は
、
奏
摺
の
形

を
取
れ
ば
、
直
接
に
御
前
に
届
け
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り
、
機
密
・
簡
潔
・
迅

速
さ
が
特
色
で
あ
っ
た
。
乾
隆
帝

(

在
位
一
七
三
五
〜
一
七
九
五)
以
降
、
奏
摺
制

度
は
高
級
官
僚
の
上
奏
の
最
も
重
要
な
方
法
の
一
つ
に
な
っ
た
。
皇
帝
は
奏
摺
を
読

み
、
そ
の
奏
摺
に
朱
筆
の
指
示

(

朱
批)

を
直
に
書
き
入
れ
る
。
こ
の
奏
摺
は
朱
批

奏
摺
と
称
さ
れ
る
。
雍
正
帝
の
時
代
に
、｢

亡
父

(

康
煕
帝)

の
朱
批
諭
旨｣

及
び

｢

朕
自
ら
が
書
い
た
朱
批
密
旨｣

を
全
て

｢

封
じ
て
宮
廷
に
進
呈
す
る｣

と
い
う
朱

批
諭
旨
回
収
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
制
度
の
お
か
げ
で
、
現
在
我
々
は
こ
れ
ら

の
大
量
の
朱
批
奏
摺
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

朱
批
奏
摺
は
内
容
に
従
っ
て
分
類
す
る
と
い
う
原
則
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
整
理
状
況
は
異
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
日
本
問
題
と
関
係
の
あ
る

朱
批
奏
摺
は
礼
儀
・
外
交
・
文
教
・
中
日
戦
争
な
ど
の
項
に
散
在
し
て
お
り
、
大
雑

把
な
案
巻
目
録
し
か
作
成
さ
れ
て
い
な
い
。
近
い
将
来
に
、
全
て
の
文
書
の
題
を
正

確
に
検
索
で
き
る
目
録
が
作
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
往
来
交
流
・

通
商
貿
易
・
留
学
生
派
遣
・
甲
午
戦
争
な
ど
で
あ
る
。

諭
旨
の
中
に
も
関
連
す
る
も
の
が
あ
る
。
諭
旨
は
皇
帝
の
命
令
で
、
命
令
の
方
法

や
文
書
の
形
式
の
異
同
に
よ
っ
て
、
旨
・
諭
・
廷
寄
・
朱
諭
・
電
報
電
旨
な
ど
に
分

類
さ
れ
て
い
る
。
皇
帝
の
特
別
な
指
示
や
上
奏
の
要
請
に
応
じ
て
、
国
内
外
に
宣
布

さ
れ
る
も
の
は

｢

奉
上
諭｣

と
呼
ば
れ
る
。
奏
摺
へ
の
答
え
る
形
で
下
さ
れ
た
命
令

は

｢

奉
旨｣

と
言
う
。｢

諭｣

と

｢

旨｣

は
、
皇
帝
が
内
閣
を
通
し
て

｢

明
発｣

す

る
勅
令
で
あ
る
。｢

廷
寄｣

・｢

寄
信｣

は
皇
帝
が
軍
機
処
を
通
じ
て

｢

密
発｣

し
た

命
令
で
あ
る
。
朱
諭
は
、
皇
帝
自
ら
が
朱
筆
で
起
草
し
た
勅
命
で
あ
る
。
電
報
は
地

方
官
僚
が
皇
帝
に
事
務
を
報
告
す
る
時
に
送
っ
た
も
の
で
あ
り
、
電
旨
は
皇
帝
の
命

令
を
発
布
す
る
電
報
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
主
に
甲
午
戦
争
電
報
档
と
い
う
特
定
の
档

案
に
集
中
的
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

厳
格
に
言
え
ば
、
こ
の
文
章
は
研
究
論
文
で
は
な
い
。
拙
文
は
独
創
的
な
観
点
や

新
し
い
史
料
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
一
つ
の
視
点
か
ら
我
が
館
の
档
案

を
紹
介
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
文
章
の
最
大
の
目
的
は
、
専

門
家
・
研
究
者
の
方
々
が
、
我
が
館
の
档
案
を
利
用
す
る
こ
と
を
助
け
、
ま
た
今
後

の
協
力
関
係
を
一
層
強
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
本
稿
で
は
档
案
の
具
体
的
内

容
に
は
敢
え
て
言
及
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
別
稿

『

中
国
第
一
歴
史
档
案

館
所
蔵
日
本
問
題
関
係
档
案
及
び
そ
の
史
料
価
値』

で
詳
し
く
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。

(

翻
訳：

王
亜
鵬)
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本
研
究
集
会
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ａ

｢

前
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
関
係
史
料
の
研
究｣

(

課
題
番
号

�
�
�
�
�
�
�
�

、
研
究
代
表
者：

保
谷

徹)

お
よ
び

｢

日
本
前
近
代
史
料
の

国
際
的
利
用
環
境
構
築
の
研
究｣

(

課
題
番
号

�
�
�
�
�
�
�
�

、
研
究
代
表
者：

石
上
英
一)

の
一
環
と
し
て
、
そ
の
経
費
の
一
部
も
使
用
し
て
行
な
っ
た
。
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